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(2) マザーレイク21計画による琵琶湖の総合保全 

 マザーレイク21計画（琵琶湖総合保全整備計画）は、県民すべてが参画して、健全な琵琶湖を

次世代に引き継ぐための指針として、琵琶湖の総合保全に関係する、国土、環境､厚生、農林水産、

林野、建設6省庁により、琵琶湖の総合的な保全のための計画調査を踏まえて、平成12年3月に策

定された。この計画の最大の特徴は、河川流域単位での県民/事業者等の主体的な取り組みと行政

の各種施策を計画の両輪に据えていることである。 

 

《基本理念》琵琶湖と人との共生（琵琶湖を健全な姿で次世代に継承します） 

《基本方針》①共感（人々と地域との幅広い共感）②共存（保全と活力ある暮らしの共存） 

③共有（後代の人々との琵琶湖の共有） 

《全県をあげた取組―協働―》 

・県民､事業者等の主体的な取り組みを基本に､県はもとより市町村がこれを支援するとともに、

各主体が一体となり協働して琵琶湖保全に取り組む。 

・河川流域単位に、県民、事業者、市町村、県等の各主体が一体となって取り組む。 

《計画期間》第1期：12年間（1999年度～2010年度）第2期：10年間（2011年度～2020年度） 

《計画目標》おおむね50年後（2050年頃）の琵琶湖のあるべき姿を念頭に20年後（2020年）の琵

琶湖を次世代に継承する姿として設定し、第1期、第2期において段階的取り組みの3

つの目標を不可分のものとして取り組む。 

《河川流域単位での取組》 

 河川流域内の身近な拠点（自治会単位等の湧水、小川、鎮守の森､里山、棚田等）ごとに、探検･

調査などを通して現状等を把握し、わかりやすい目標を設定のうえ、取り組みを、点、線、面と

つなぎ、流域内全体を満たすように育成する。 

《計画の実効性の確保（持続的改善）》 

 持続的な改善を図りながら計画を推進するため、平成12年5月に滋賀県水政対策本部内に琵琶湖

総合保全整備計画推進部会を設置した。また、計画推進に対し高度な提言、助言、評価を得るた

め、琵琶湖総合保全学術委員会を設置し、当面の課題として「マザー 

レイク21計画の持続的改善のための評価システムについて」および 

「水辺エコトーンの保全・整備への取り組みについて」の2つの課 

題について検討を行った。さらにこの2つの 

課題に関して機動的に調査・検討を進めるため、 

平成13年12月に小委員会を設置した。 

平成15年(2003年)8月に 

「マザーレイク21計画 

の持続的改善のための 

評価指針」を策定し、 

評価システムの運用を 

始めた。 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間と段階的取り組み】 

出典：滋賀県「マザーレイク21計画～琵琶湖総合保全整備計画」 
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第一期対策の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：滋賀県「マザーレイク21計画～琵琶湖総合保全整備計画」 




